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国土交通省 近畿運輸局

問い合わせ先

（所属）自動車交通部旅客第一課

（担当）亀井、小林

（電話）０６－６９４９－６４４５

令和６年３月１８日

路線バス事業者に対する行政処分について

近畿運輸局は、道路運送法第４０条の規定に基づき、以下のとおり行政処分を
行いましたので、お知らせします。

１．違反の概要

令和５年１１月７日（火）、８３系統（下河原発ＪＲ伊丹行き）緑丘
小学校前停留所１５時２１分発のバスにおいて、旅客２名が停留所でバ
スを待っていたところ、当該バスの運転者が停留所の位置を認識するこ
となく通過しており、定められた運行計画どおりに運行を行わなかった。

２．処分年月日
令和６年３月１８日

３．処分対象事業者及び営業所名
伊丹市（法人番号 ８００００２０２８２０７３）
伊丹市交通局営業所（兵庫県伊丹市広畑３丁目１番地）

４．行政処分の概要
延べ１０日間の事業用自動車使用停止処分（対象車両４両）

５．法令違反条項
道路運送法第１６条第１項違反
（運行計画に定める業務の確保違反）

６．行政処分事業者に対する違反点数付与状況
当該行政処分により付された違反点数 １点
当該事業者に付された累積違反点数 ２点

配布先：青灯クラブ、近畿運輸局記者会（ハイタク部会） 、近畿電鉄記者クラブ、

兵庫県政記者クラブ


